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東
晋
時
代
の
史
書
に
お
け
る
阪
籍
評
価
の
相
違

阿

部

JI頂

子

は
じ
め
に

院
籍
の
伝
記
の
う
ち
で
、
一
応
完
全
な
形
で
現
在
に
残
っ
て
い
る
そ
の
最
初
の
も
の
は
、
陳
寄
『
三
園
志
」
巻
二
十
一
一
親
書
王
祭
伝
に
お

け
る
記
述
で
あ
る
。

（
玩
）
璃
子
籍
、
才
藻
艶
逸
、
而
伺
償
放
蕩
、
行
己
寡
欲
、
以
荘
周
矯
模
則
。
官
至
歩
兵
校
尉
。

全
文
僅
か
二
十
八
字
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
大
き
な
知
名
度
に
比
べ
る
と
、
意
外
な
感
を
抱
か
せ
る
ほ
ど
短
い
。
よ
っ
て
義
松
之
の
注
に
は
東

晋
の
孫
盛
『
貌
氏
春
秋
』
が
引
か
れ
、
そ
の
大
ま
か
な
生
涯
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
完
存
す
る
次
の
伝
記
は
、
唐
初
に
編
纂
き
れ

た
太
宗
奉
勅
撰
の
『
菅
書
』
巻
四
十
九
に
お
け
る
本
伝
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
『
三
園
志
』
と
は
ち
が
い
、独
立
し
た
個
人
の
伝
の
形
を
と
り
、

数
百
倍
の
字
数
が
費
や
さ
れ
、
内
容
も
『
世
説
新
語
』
な
ど
で
お
な
じ
み
の
逸
話
が
い
く
つ
も
載
っ
て
い
る
。

『
三
園
志
』
と
『
亙
日
書
』
と
は
お
よ
そ
四
百
年
の
間
隔
が
あ
る
。
『
菅
書
』
に
お
け
る
院
籍
伝
の
規
模
の
増
大
は
、
院
籍
が
こ
の
間
に
よ
り
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著
名
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
侃
籍
の
没
後
二
十
数
年
と
い
う
時
点
で
は
、
陳
書
は
こ
の
人
物
に
さ
ほ
ど
の
重
要
性
を
見

出
だ
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

『
亙
日
書
』
が
編
纂
さ
れ
た
頃
に
は
、
院
籍
に
関
し
て
依
拠
す
べ
き
記
録
が
多
く
存
在
し
、
院

籍
が
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
歴
史
上
の
重
要
人
物
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
両
書
の
ち
が
い
を
考
え
る
と
き
、
東
晋
時
代
（
三

一
七
1

四
二
O
）
に
お
け
る
院
籍
の
存
在
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
注
意
を
要
す
る
。

ち
ょ
う
ど
東
晋
半
ば
か
ら
劉
宋
半
ば
に
生
き
た
義
松
之
が
、
『
三
園
志
』
注
に
引
用
し
た
孫
盛
『
貌
氏
春
秋
」
も
そ
の
一
つ

(1
) 

に
加
え
て
よ
い
が
、
東
晋
に
お
い
て
は
実
に
多
く
の
晋
史
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
晋
史
は
、
『
三
園
士
山
』
義
注
は
も
ち
ろ
ん
、
『
世

と
い
う
の
は
、

説
新
語
』
劉
孝
標
注
な
ど
に
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
て
、
普
段
よ
く
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
唐
初
編
纂
の

行
す
る
晋
史
十
八
家
は
い
ず
れ
も
最
善
で
は
な
い
た
め
、
史
官
に
勅
し
て
更
に
纂
録
を
加
え
さ
（
説
、
特
に
斉
の
北
部
築
緒
の

(3
) 

し
、
諸
家
の
晋
史
や
晋
代
の
文
集
を
拾
い
集
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
唐
の

『
冨
百
室
目
」
一
百
三
十
巻
は
、
先

『
亙
日
書
』
を
本
と-45-

『
亙
日
書
』
と
、
蔵
祭
緒
『
亙
墨
田
』

の
侠
文
と
を
比
べ

れ
ば
同
じ
こ
と
が
多
い
が
、

そ
の
癒
楽
緒
『
吾
書
』
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
以
前
の
晋
史
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
に
は
ち
が
い
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
、
唐
の

『
晋
書
』
に
も
よ
く
引
か
れ
て
い
る
『
世
説
新
語
』
も
、そ
の
種
本
と
し
て
、
東
晋
時
代
の
晋
史
が
用
い
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
例
が
多
い
。
つ
ま
り
、
東
晋
時
代
に
成
立
し
た
晋
史
に
は
、
『
世
説
新
語
』
や
唐
初
編
纂
の
豆
墨
田
』
で
お
な
じ
み
の
院
籍
伝
説
の

原
型
と
も
い
う
べ
き
記
事
が
詰
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

『
三
園
志
』
以
後
、
院
籍
伝
説
は
東
晋
時
代
に
は
ほ
ぼ
出
揃
っ
た
と
い
っ

て
も
よ
く
、

西
晋
か
ら
東
晋
に
い
た
る
院
籍
伝
説
形
成
の
過
程
は
、
大
部
分
こ
れ
ら
の
晋
史
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

院
籍
に
関
す
る
逸
話
の
ほ
と
ん
ど
は
、

や
は
り
他
人
の
常
識
を
越
え
た
理
解
し
が
た
い
行
動
、
た
と
え
ば
服
喪
中
の
礼
を
無
視
し
た
振
る

舞
い
と
か
、
飲
酒
泥
酔
し
て
正
気
で
は
な
い
と
か
、
車
で
先
に
進
め
な
い
と
働
突
し
た
と
か
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
放
誕
、

放
縦
、
任
放
、
任
達
、
任
誕
な
ど
と
呼
ば
れ
る
行
動
様
式
で
あ
っ
て
、
当
時
は
院
籍
と
い
え
ば
、
ま
ず
放
縦
と
い
う
印
象
が
絶
対
的
で
あ
っ



た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
放
縦
の
入
院
籍
に
対
し
て
、
東
晋
の
史
家
た
ち
の
解
釈
と
評
価
は
是
と
否
の
二
つ
に
分
か
れ
た
。

本
稿
は
、
東
晋
に
成
立
し
た
諸
家
の
晋
史
に
お
け
る
院
籍
に
関
す
る
記
述
の
違
い
か
ら
、
院
籍
の
死
後
ほ
ど
な
い

と
い
っ
て
も
五
十
年

は
経
っ
て
い
る
）
東
晋
に
お
い
て
、
そ
の
人
間
性
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
の
人
々
が
院
籍
理
解
に
と
っ
た
様
々
な
態
度
を
考
え
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
が
、
唐
初
の
『
晋
書
』
以
前
の
晋
史
は
、
全
部
散
侠
し
て
完
本
は
ま
っ
た
く
残
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
当
然
、
諸
書
に
引

用
さ
れ
た
侠
文
を
頼
り
に
す
る
ほ
か
は
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

玩
籍
と
何
曾

院
籍
が
そ
の
生
前
、
放
縦
な
行
為
を
理
由
に
し
ば
し
ば
弾
劾
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
一
つ

は
、
稽
康
の
『
輿
山
巨
源
絶
交
書
』
（
『
文
選
』
巻
四
十
三
書
下
所
収
）に
お
け
る
院
籍
描
写
で
あ
る
。
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院
嗣
宗
口
不
論
人
過
、
五
口
毎
師
之
而
未
能
及
、
至
性
過
人
、
輿
物
無
傷
、
唯
飲
酒
過
差
耳
。
至
矯
耀
法
之
士
所
縄
、
疾
之
如
縦
。
幸
頼

大
将
軍
保
持
之
耳
。

こ
の
記
述
は
同
時
代
人
に
よ
る
貴
重
な
証
言
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
院
籍
が
当
時
「
礼
法
の
士
」
な
る
人
々
の
攻
撃
に
さ
ら
き
れ
、
大
将

軍
こ
と
司
馬
昭
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
こ
と
の
有
力
な
証
拠
と
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
示
す
逸
話
と
し
て
有
名
な
の
は
、
『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
に
載
る
次
の
話
で
あ
ろ
う
。

院
籍
遭
母
喪
、
在
晋
文
王
坐
、
進
酒
肉
。
司
隷
何
曾
亦
在
坐
、
目
、
明
公
方
以
孝
治
天
下
、
而
院
籍
以
重
喪
穎
於
公
坐
飲
酒
食
肉
。
宜

流
之
海
外
以
正
風
教
。
文
王
日
、
嗣
宗
致
頓
如
此
、
君
不
能
共
憂
之
何
謂
。
且
有
疾
而
飲
酒
食
肉
、
固
喪
耀
也
。
籍
飲
噸
不
畷
、
神
色

自
若
。



こ
れ
は
ま
っ
た
く
先
の
『
絶
交
書
』
に
あ
る
稽
康
の
言
葉
ど
お
り
の
状
況
を
描
出
し
て
い
る
。
何
曾
と
の
確
執
（
玩
籍
は
相
手
に
し
な
か
っ

た
ら
し
い
が
）
は
、
東
晋
時
代
に
お
い
て
も
有
名
な
話
だ
っ
た
ら
し
く
、
数
家
の
晋
史
に
同
様
の
話
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
が
、
同
じ
内
容

の
話
で
も
、
阪
籍
に
味
方
す
る
か
何
曾
に
味
方
す
る
か
で
記
述
が
違
っ
て
く
る
。
『
世
説
新
語
』
に
出
て
く
る
玩
籍
は
大
概
好
意
的
に
書
か
れ

て
い
て
、
先
の
任
誕
篇
の
本
文
で
も
、
結
局
は
院
籍
の
超
俗
を
称
え
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
晋
時
代
の
晋
史
の
な
か
に
は
、
院
籍
に

対
し
明
ら
か
に
否
定
的
な
観
点
か
ら
、
こ
の
逸
話
を
記
録
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

A
何
曾
嘗
謂
院
籍
日
、
卿
恋
情
任
性
、
敗
俗
之
人
也
。
今
忠
賢
執
政
、
綜
核
名
賓
、
若
卿
之
徒
、
何
可
長
也
。
復
言
之
於
太
組
。
籍
欽
噸

不
畷
。
故
貌
膏
之
問
、
有
被
髪
夷
倣
之
事
、
背
死
忘
生
之
人
、
反
謂
行
耀
者
、
籍
局
之
也
。

（
『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
注
所
引
干
賓
『
膏
紀
』
）

B

院
籍
負
才
放
誕
、
居
喪
無
耀
。
何
曾
因
言
於
帝
日
、
公
方
以
孝
治
天
下
。
而
聴
玩
籍
以
重
哀
飲
酒
食
肉
於
公
座
。
宜
損
四
青
、
無
令
汚
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染
華
夏
。
帝
日
、
此
子
議
病
若
此
。
君
不
能
潟
吾
忍
耶
。
曾
重
引
援
、
僻
理
甚
切
。
帝
雄
不
従
、
時
人
敬
偉
之
。

（
『
北
堂
書
紗
』
巻
六
十
一
所
引
王
隠
豆
日
書
』
）

A

の
干
賓
室
田
紀
』
の
文
で
は
、
「
被
髪
夷
倣
」
「
背
死
忘
生
」
と
い
う
放
縦
の
風
潮
が
、
却
っ
て
（
真
の
）
礼
と
せ
ら
れ
た
原
因
は
、
院
籍

の
行
動
に
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
ま
た
B

の
王
隠
豆
日
書
』
で
は
、
何
曾
の
諌
言
の
す
ば
ら
し
い
こ
と
を
述
べ
、
「
時
人
敬
偉
之
」
な
ど
と

い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
玩
籍
を
難
じ
た
何
曾
の
方
に
肩
入
れ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
今
度
は
院
籍

に
肯
定
的
な
描
写
を
し
て
い
る
晋
史
を
挙
げ
る
。

C

籍
性
至
孝
、
居
喪
、
難
不
率
常
穂
、
而
段
幾
滅
性
。
然
矯
文
俗
之
士
何
曾
等
深
所
雛
疾
。
大
将
軍
司
馬
昭
愛
其
通
偉
而
不
加
害
也
。

（
『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
注
所
引
孫
盛
『
貌
氏
春
秋
』
、
又
見
『
三
園
志
』
巻
二
十
一
王
祭
伝
注
）



D

何
曾
於
太
組
坐
謂
玩
籍
日
、
卿
任
性
放
蕩
、
敗
耀
傷
教
。
若
不
革
勢
、
王
憲
宣
得
相
容
。
謂
太
租
宜
投
之
四
藷
以
窯
王
道
。
太
組
日
、

此
賢
素
巌
病
、
君
嘗
恕
之
。

（
『
文
選
」
巻
四
十
二
『
奥
山
巨
源
絶
交
書
」
注
所
引
孫
盛
『
晋
陽
秋
」
）

C
、

D

の
姿
勢
は
先
の
任
誕
篇
の
本
文
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
王
隠
『
菅
書
』
と
は
完
壁
に
逆
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
お
そ
ら
く
は
、

院
籍
が
何
曾
ら
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い
た
と
い
う
話
自
体
は
、
風
間
と
し
て
で
あ
れ
、
書
物
の
形
と
し
て
で
あ
れ
、
東

晋
に
伝
わ
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し

こ
の
話
を
史
書
に
記
載
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
家
の
院
籍
評
価
の
違
い
に
よ

っ
て
、
書
き
方
が
二
つ
に
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。
生
前
ば
か
り
か
東
晋
に
至
っ
て
も
、
以
前
と
し
て
院
籍
を
嫌
い
な
人
々
は
い
た
の
で
あ
る
。-48-

こ
の
院
籍
を
め
ぐ
る
二
つ
の
評
価
の
対
立
を
、
他
の
晋
史
の
記
事
を
通
し
て
も
う
す
こ
し
み
て
み
よ
う
。

反
対
論

先
の
干
賓
『
亙
日
紀
』
の
文
は
、
あ
れ
だ
け
で
は
果
た
し
て
玩
籍
非
難
の
主
張
を
強
く
う
ち
だ
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
が
、

筆
者
が
こ
れ
を
玩
籍
反
対
論
と
し
て
み
た
の
は
干
賓
室
日
紀
』
の
次
の
よ
う
な
文
が
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

故
観
院
籍
之
行
、
而
貴
雄
教
崩
弛
之
所
由
、
察
庚
純
買
充
之
事
、
而
見
師
手
之
多
僻
、
考
平
呉
之
功
、
而
知
将
帥
之
不
譲
、
思
郭
欽
之

謀
、
而
悟
戎
之
有
費
、
寛
侍
玄
劉
毅
之
言
、
而
得
百
官
之
邪
、
核
侍
戚
之
奏
銭
神
之
論
、
而
観
寵
賂
之
彰
。

（
『
文
選
」
巻
四
十
九
史
論
上
篇
所
収
『
晋
紀
線
論
』
）

今
ほ
ん
の
一
部
を
抜
き
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
『E日
紀
線
論
」
は
、
『
文
選
』
に
全
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
長
い
論
文
で
あ



る
。
内
容
は
、
西
晋
が
五
十
余
年
で
滅
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、
各
々
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
文
は
、

西
晋
滅
亡
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
の
我
々
が
貌
晋
的
と
み
る
諸
風
俗
を
退
廃
と
と
ら
え
、
そ
の
様
相
を
次
々
と
羅
列
し
た
後
に
出
て

／
＼
スv。

つ
ま
り
、
西
晋
に
風
教
が
壊
乱
を
極
め
た
そ
の
端
緒
は
、
院
籍
の
行
動
に
あ
る
と
い
う
論
旨
で
あ
る
。
こ
こ
で
干
賓
は
、
院
籍
を
「
耀

教
崩
弛
」
の
元
凶
と
目
し
て
お
り
、
よ
っ
て
『
膏
紀
』
も
玩
籍
を
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
孫
盛
『
貌
氏
春
秋
』

や
『
亙
日
陽
秋
』
、
「
世
説
新
語
』
任
誕
篇
の
よ
う
に
、
玩
籍
を
至
孝
の
人
物
と
は
み
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

干
賓
「
膏
紀
』
に
つ
い
て
は
、
院
籍
に
対
す
る
評
価
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
侠
文
が
、
残
念
な
が
ら
他
に
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
干
賓
が

院
籍
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
否
定
的
に
み
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
少
な
く
と
も
「
菅
紀
』
の
上
で
は
、
院
籍
を
貌
晋
聞
の
退

廃
し
た
風
俗
の
、
即
ち
礼
教
を
崩
壊
さ
せ
た
先
駆
者
で
あ
る
と
位
置
付
け
た
の
に
は
ち
が
い
な
い
。

貌
末
、
院
籍
有
才
、
而
噌
酒
荒
放
、
露
頭
散
髪
、
裸
祖
箕
路
、
作
二
千
石
、
不
治
官
事
、
日
輿
鈴
（
伶
の
誤
り
か
）
下
共
飲
酒
歌
呼
。
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一
方
王
隠
『
音
書
』
の
方
は
、
王
隠
が
院
籍
に
対
し
て
悪
感
情
を
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
す
る
に
困
ら
な
い
文
が
残
っ
て
い
る
。

時
人
或
以
籍
生
在
貌
之
交
、
欲
伴
狂
避
時
、
不
知
籍
本
性
自
然
也
。

（
『
太
平
御
覧
』
巻
四
百
九
十
八
所
引
王
隠
豆
日
書
』
）

貌
末
、
院
籍
噌
酒
荒
放
、
露
頭
散
髪
、
裸
担
箕
据
。
其
後
貴
瀞
子
弟
院
謄
・
王
澄
・
謝
鰻
・
胡
母
輔
之
之
徒
、
皆
租
述
於
籍
、
謂
得
大

道
之
本
。
故
去
巾
横
、
脱
衣
服
、
露
醜
悪
、
同
禽
獣
。
甚
者
名
之
震
通
、
次
者
名
之
篤
達
也
。

（
「
世
読
新
語
』
徳
行
篇
注
及
『
文
選
』
巻
四
十
九
干
賓
『
膏
紀
線
論
』
注
所
引
王
隠
『
豆
日
書
』
）

先
の
何
曾
の
話
や
こ
れ
ら
の
文
を
み
る
か
ぎ
り
、
王
隠
『
菅
書
』
の
記
事
は
干
賓
に
比
べ
て
幾
分
感
情
的
な
嫌
悪
が
濃
く
渉
み
出
て
い
る
よ



う
で
あ
る
。
特
に
『
世
説
新
語
』
徳
行
篇
注
に
引
く
文
の
中
で
は
、
院
籍
の
行
動
を
真
似
し
た
院
謄
や
王
澄
を
は
じ
め
と
す
る
西
晋
の
放
達

派
士
大
夫
た
ち
ま
で
が
「
同
禽
獣
」
と
罵
ら
れ
て
い
る
。
王
隠
が
嫌
い
な
の
は
院
籍
一
人
ば
か
り
で
な
く
、
放
縦
な
行
動
を
す
る
と
い
う
意

味
で
玩
籍
に
つ
な
が
る
西
晋
名
士
も
み
な
嫌
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
も
述
べ
る
。

干
賀
、
王
隠
と
挙
げ
た
が

こ
の
他
に
も
玩
籍
否
定
者
と
目
さ
れ
る
史
家
は
い
る
。
『
亙
日
書
」
四
十
四
巻
を
書
い
た
虞
預
と
い
う
人
物
も
そ

う
だ
っ
た
ら
し
い
。
具
体
的
な
記
事
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
唐
初
の
『
亙
日
書
』
巻
八
十
二
の
虞
預
伝
に
こ
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

預
雅
好
経
史
、
憎
疾
玄
虚
。
其
論
院
籍
裸
担
、
比
之
伊
川
被
髪
、
所
以
胡
虜
遍
於
中
園
、
以
局
過
衰
周
之
時
。

虞
預
は
か
つ
て
論
の
形
で
院
籍
非
難
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
先
に
引
い
た
干
賓
『
菅
紀
総
論
』
の
論
旨
と
同

様
で
あ
っ
て
、
西
晋
滅
亡
原
因
の
一
つ
で
あ
る
風
俗
の
壊
乱
に
つ
い
て
、
玩
籍
の
行
動
に
そ
の
端
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る

と
、
抗
籍
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
有
し
て
い
る
史
家
の
言
い
分
は
、
院
籍
の
礼
に
背
い
た
放
縦
な
行
動
が
、
晋
の
中
原
喪
失
と
そ
れ
に
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と
も
な
う
西
晋
朝
廷
の
滅
亡
と
を
招
い
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
院
籍
に
反
対
す
る
史
家
が
問
題
と
し
た
の
は
、
様
々
な
逸
話
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、

院
籍
の
奔
放
で
型
破

り
な
行
動
の
み
に
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
院
籍
理
解
の
常
識
と
は
ち
が
い
、
」
こ
に
は
当
時
抗
籍
が
背
負
い
こ
ん
で
い
た
政
治
的

個
人
的
事
情
と
い
っ
た
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
院
籍
の
無
礼
な
振
る
舞
い
が
、
現
実
に
及
ぼ
し
た
悪
影
響
を
非
難

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

玩
籍
を
面
と
向
か
っ
て
難
詰
し
た
と
い
う
何
曾
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
理
屈
で
院
籍
を
や
り
込
め
よ
う
と
し
た
か
は
知
る
べ
く
も
な
い
。

稔
康
は
『
絶
交
書
』
の
中
で
は
、

た
だ
酒
を
飲
ん
で
失
敗
を
し
て
し
ま
う
ば
か
り
に
礼
法
の
士
に
憎
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

だ
け
で
、
院
籍
が
ど
ん
な
不
祥
事
を
犯
し
た
の
か
は
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
礼
に
外
れ
た

（
と
い
う
よ
り
は
不
謹
慎
な
）
態
度



や
行
動
を
、
人
の
道
に
背
く
も
の
で
、
更
に
は
文
化
風
俗
を
損
な
う
と
し
た
干
賓
ら
の
非
難
と
、
そ
う
大
差
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
東
晋
に
お
い
て
は
、
西
晋
の
滅
亡
と
い
う
衝
撃
的
現
実
を
実
際
に
目
賭
し
た
後
だ
っ
た
だ
け
に
、
何
曾
の
非
難
が
最
強
か
つ
最
悪

の
実
例
と
証
拠
と
を
伴
な
う
結
果
と
な
り
、
放
縦
の
気
風
に
対
す
る
個
人
的
嫌
悪
と
も
重
な
っ
て
、
更
に
非
難
の
根
拠
が
強
固
な
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

一
方
で
は
、
玩
籍
の
当
時
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
状
況
と
、
院
籍
の
精
神
内
部
と
に
理
解
を
示
し
つ
つ
叙
述
す
る
晋
史
が
あ

ら
わ
れ
た
。

同
情
論

院
籍
反
対
派
が
玩
籍
の
常
軌
を
逸
し
た
行
為
を
、
礼
教
を
破
壊
し
た
も
の
と
し
て
責
め
た
と
す
れ
ば
、玩
籍
に
同
情
し
た
り
慕
っ
た
り
し
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た
人
々
は
、
玩
籍
の
理
解
し
が
た
い
振
る
舞
い
に
は
何
か
裏
が
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
院
籍
の
行
動
に
は
や
む
べ
か
ら
ざ
る
事
情
が
あ

っ
た
と
か
、
無
礼
に
み
え
て
も
却
っ
て
切
実
な
真
理
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
か
い
う
解
釈
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
は
唐
初
の
「
膏
書
』
院
籍
伝
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
し
、
『
世
説
新
語
』
に
も
「
院
籍
胸
中
呈
塊
、
故
須
酒
涜
之
。
」
（
任
誕

篇
）
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
が
、
玩
籍
の
個
人
的
事
情
に
理
解
と
同
情
を
示
す
見
方
は
、
東
晋
時
代
の
晋
史
に
既
に
存
在
し
た
。

一
で
挙
げ
たC
と

D

、
何
曾
の
院
籍
告
発
に
関
し
た
孫
盛
『
貌
氏
春
秋
』
と
『
亙
日
陽
秋
』の
記
事
を
も
う
一
度
み
て
み
る
と
、
院
籍
が
Jjfl 

喪
の
）
最
中
に
礼
に
外
れ
た
行
動
を
取
っ
た
と
い
う
非
難
の
正
当
性
を
意
識
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
は
「
至
孝
」
の
な
せ
る
わ
ぎ
で
あ
っ
て
、

そ
の
証
拠
に
生
命
を
損
な
う
ば
か
り
に
痩
せ
衰
え
た
の
だ
と
い
う
弁
明
を
匂
わ
せ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
喪
に
お
い
て
、
自
身
が
健
康
を

害
す
る
ほ
ど
過
剰
に
悲
し
ん
で
は
な
ら
な
い
と
礼
に
あ
っ
て
も
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
「
性
を
滅
」
し
た
と
か
、ま
た
は
実
際
死
ん
で
し
ま
っ



た
と
か
い
う
話
は
、
後
漢
か
ら
貌
晋
に
か
け
て
特
に
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
大
抵
美
談
と
し
て
語
ら
れ
た
し
、
ま
し
て
非
難
の
対
象
に
な
ど
な

ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
院
籍
の
飲
酒
食
肉
し
て
も
慌
伴
す
る
と
い
う
状
態
は
、
地
す
べ
り
的
な
礼
の
実
践
例
と
し
て
、む
し
ろ

真
情
に
お
い
て
は
痛
切
な
孝
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
孫
盛
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
院
籍
は
「
敗
礼
傷
教
」
ど
こ

ろ
か
、
孝
子
伝
の
類
に
載
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
孝
心
に
溢
れ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

放
縦
な
行
為
を
逆
説
的
な
（
真
の
）
礼
の
表
出
と
み
る
考
え
方
は
、
次
に
挙
げ
る
例
に
お
い
て
も
表
れ
て
い
る
。

院
籍
母
特
死
、
輿
人
園
葉
知
故
。
封
者
求
止
、
籍
不
肯
、
留
奥
決
賭
。
既
而
飲
酒
三
升
、
患
聾
一
一
披
、幅血
数
升
、
腰
頓
久
之
。

（
『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
注
所
引
都
築
『
膏
紀
」
、
又
見
『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
四
十
三
、
七
百
五
十
三
）

右
の
文
は
唐
初
の
『
豆
日
書
』
院
籍
伝
の
文
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
そ
こ
で
は
院
籍
が
「
性
至
孝
」
で
あ
る
こ
と
の
逸
話
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、

こ
の
話
が
玩
籍
の
愛
情
深
き
の
象
徴
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
野
放
図
な
振
る
舞
い
に
は
や
む
を
え
な
い
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
同
情
的
な
理
解
も
存
し
た
。
す
で
に
、
一
で
挙
げ
た
王
隠
豆
日

書
』
に
、
「
時
人
或
以
籍
生
在
貌
之
交
、
欲
伴
狂
避
時
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
東
晋
に
お
い
て
、院籍
の
「
狂
」
を
切
迫
し
た

危
険
な
時
代
状
況
に
逼
ら
れ
て
な
さ
れ
た
、
偽
り
の
も
の
と
み
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
王
隠
は
玩
籍
に
つ
い
て
こ
の
見
解
を
否
定

し
て
い
た
が
、
孫
盛
は
支
持
し
て
い
た
ら
し
い
。

太
尉
蒋
済
開
而
僻
之
。
後
矯
尚
書
郎
曹
爽
参
軍
、
以
疾
蹄
田
里
、
歳
徐
爽
誌
。
太
侍
及
大
将
軍
、乃
以
矯
従
事
中
郎
。
後
朝
論
以
其
名

高
、
欲
穎
崇
之
、
籍
以
世
多
故
、
株
仕
市
己
。
開
歩
兵
校
尉
紋
、
厨
多
美
酒
、
管
人
善
醸
酒
、
求
篤
校
尉
、
遂
縦
酒
昏
酔
、
遺
落
世
事
。

三
園
志
巻
二
十
一
注
所
引
孫
盛
『
貌
氏
春
秋
』
）

や
が
て
司
馬
氏
に
諒
さ
れ
る
曹
爽
の
参
軍
と
な
っ
た
が
、

お
そ
ら
く
は
事
変
を
見
越
し
て
身
を
引
い
た
た
め
危
機
を
免
れ
た
こ
と
、
事
故
が



多
い
の
を
警
戒
し
て
高
位
に
就
か
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
院
籍
の
用
心
深
き
と
慎
重
き
と
が
表
現
さ
れ
る
。
特
に
、
歩
兵
校
尉
に
志
願
し
て

酒
に
耽
溺
し
、
「
世
事
を
遺
落
し
た
」
と
い
う
の
は
、
玩
籍
が
現
実
政
治
と
講
離
し
て
い
く
過
程
を
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
は

斉
の
蔵
柴
緒
『
亙
墨
田
』
に
お
い
て
、
「
籍
本
有
済
世
志
、
属
貌
亙
日
之
際
、

天
下
多
故
、
故
遂
酎
飲
矯
常
。
」
（
『
文
選
』
巻
四
十
詣
蒋
公
奏
記
注

所
引
）
と
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
、
更
に
唐
初
の
『
誓
書
』
に
も
こ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
た
。
先
の
院
籍
至
孝
説
と
併
せ
、
こ
れ
ら
の
院
籍
を
超

俗
で
あ
る
が
故
に
時
代
と
合
わ
ず
、
現
実
よ
り
精
神
的
に
隔
絶
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
物
と
み
る
解
釈
は
、
十
八
家
の
晋
史
が
滅
ん
だ
今
、

唐
の
『
呂
田
書
』
が
唯
一
今
に
完
存
す
る
晋
の
正
史
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
番
目
に
触
れ
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。

四

対
立
の
背
景

奥
深
く
考
察
し
た
結
果
と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
、
7

の
は
、

」
の
対
立
パ
タ
ー
ン
は
、
院
籍
の
延
長
線
上
に
あ
る
放
達
派
士
大
夫
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院
籍
に
関
し
て
、
正
反
対
の
二
つ
の
評
価
が
生
ま
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
家
が
院
籍
に
対
し
て
何
か
の
確
証
を
持
っ
て
い
た
と
か
、

の
伝
記
に
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
喪
に
あ
る
と
き
飲
酒
肉
食
し
て
し
か
も
大
い
に
慌
惇
し
た
な
ど
と
い
う
話
は
、
竹
林
七
士
の
最
後
の
生
き
残
り
で
あ
る
王
戎
に

(6
) 

も
あ
る
。
奇
妙
で
極
端
な
行
動
を
述
べ
る
と
き
、
院
籍
と
同
じ
く
自
衛
の
意
味
で
の
輯
晦
の
一
手
段
と
み
る
解
釈
も
、
ま
た
王
戎
の
有
名
な

(7
) 

・
苔
昔
話
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
孫
盛
の
『
呂
田
陽
秋
』
に
あ
る
も
の
で
、
孫
盛
が
玩
籍
と
王
戎
と
に
好
意
的
な
の
は
、
ど
う
や
ら

孫
盛
は
竹
林
名
士
に
対
し
て
、
み
な
大
体
は
好
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
西
晋
元
康
期
の
名
士
に
つ
い
て
は
、
手
放
し

すで
る誉
よめ
うて
なば
記か
述り
もい
あ（る
る旦訳
。で

は
な

た
と
え
ば
王
街
に
関
し
て
は
、
政
務
放
棄
の
責
任
を
示
す
よ
う
な
逸
話
や
、

人
間
の
薄
情
さ
を
指
摘

一
般
に
、
元
康
期
の
名
士
た
ち
に
つ
い
て
は
、
正
始
や
竹
林
の
名
士
に
比
し
て
、
そ
の
軽
薄
を
指
摘
す
る
傾
向



が
強
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
全
体
的
に
は
、
西
晋
の
名
士
た
ち
は
依
然
と
し
て
名
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
世
説
新
語
」
を
一
貫
し
て
流
れ

る
懐
古
趣
味
的
な
憧
慣
ひ
と
つ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
竹
林
七
士
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
偶
像
化
し
て
崇
拝
さ
れ
た
。
孫
盛
の
執
筆

態
度
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
貌
と
西
晋
の
名
士
た
ち
へ
の
、
東
晋
士
大
夫
の
憧
れ
を
代
表
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
対
称
的
な
の
は
や

は
り
王
隠
で
、
王
隠
は
院
籍
ば
か
り
で
な
く
、
王
戎
や
王
桁
に
つ
い
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
感
情
的
な
調
子
で
痛
罵
し
て
い
（

μ。
干
賓
や
虞
預

は
、
風
俗
の
退
廃
を
西
晋
滅
亡
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
院
籍
攻
撃
の
根
拠
と
し
た
が
、
こ
れ
も
東
晋
の
草
創
期
に
勃
興
し
た
礼
教
復
帰
の

気
運
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
放
縦
の
風
が
未
だ
根
強
く
支
配
し
て
い
た
東
晋
朝
廷
に
お
い
て
、
放
縦
へ
の
反
発
が
、
晋
室
再
建
の
た

ま
た
西
晋
滅
亡
と
い
う
衝
撃
的
事
実
の
促
進
力
を
受
け
て
勃
興
し
た
。
西
晋
滅
亡
の
責
任
を

め
の
、
建
前
上
の
礼
教
復
帰
の
後
援
を
得
て
、

一
番
問
わ
れ
た
の
は
元
康
期
の
、
滅
亡
に
直
面
し
た
名
士
た
ち
で
あ
っ
て
、

」
の
風
潮
は
唐
の
『
亙
日
書
』
に
も
承
継
さ
れ
、
王
戎
伝
や
王
桁
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伝
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
院
籍
伝
と
は
逆
方
向
で
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
間
性
の
軽
薄
き
や
無
責
任
き
を
よ
り
強
調
す
る
傾
向
を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ひ
い
て
は
戴
柴
緒
『
耳
目
書
』
も
、
元
康
名
士
に
つ
い
て
は
西
晋
滅
亡
に
責
任
を
認
め
る
視
点
を
と
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
本
来
院
籍
は
膏
が
禅
譲
を
受
け
る
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
西
晋
の
滅
亡
な
ど
に
関
わ
り
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

院
籍
が
干
賓
ら

に
と
っ
て
非
難
の
対
象
と
な
る
放
達
士
人
の
崇
拝
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
し
か
も
当
時
で
も
文
句
な
い
超
一
流
の
名
士
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
責
任
の
押
し
つ
け
あ
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
院
籍
評
価
の
違
い
は
、
あ
る
程
度
、
東
晋
に
お
け
る
前
朝
（
貌
、
西
晋
）の
名
士
た
ち
の
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
の
パ
タ

ー
ン
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
称
賛
と
非
難
の
直
接
の
対
象
は
、
元
康
の
風
気
と
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
た
元
康
期
の
名
士

た
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
淵
源
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
と
き
、

ど
う
し
て
も
当
時
任
達
の
人
と
し
て
、
有
名
か
つ
依
然
と
し
て
思
慕
さ
れ

て
い
た
院
籍
の
存
在
は
看
過
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
玩
籍
否
定
に
つ
い
て
い
え
ば
、

」
れ
は
何
曾
の
遺
恨
を
王
隠
や
干
賓
も
抱
い
た



つ
ま
り
貌
末
か
ら
続
い
て
い
た
礼
法
対
放
達
の
争
い
の
延
長
と
い
う
面
も
あ
っ
た
し
、
一
番
大
き
か
っ
た
の
は

や
は
り
異
民
族
の
た
め
に

天
子
が
殺
さ
れ
、
中
原
を
失
っ
て
江
左
に
追
い
や
ら
れ
た
こ
と
が
反
対
派
の
背
を
押
す
結
果
に
な
り
、
名
士
の
院
籍
に
対
し
て
も
非
難
の
余

地
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
晋
に
お
い
て
は
、
名
士
と
い
え
ど
も
評
価
が
一
時
的
に
不
確
定
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
唐
の
「
著
書
』

は
、
よ
り
是
非
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
王
戎
や
王
街
は
一
方
的
に
悪
役
に
さ
れ
た
が
、
院
籍
伝
で
は
、
干
賓
や
王
隠
ら
の
批
判
的
叙
述
態

度
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
院
籍
伝
に
お
け
る
編
纂
方
針
を
反
映
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
も
と
と
な
っ
た
戴
柴
緒
言
一
日
書
』
院
籍
伝
の

院
籍
観
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
更
に
『
三
園
志
』
王
祭
伝
で
、
劉
宋
の
義
松
之
が
注
に
孫
盛
の
『
魂
氏
春
秋
」
を
引
い
た
の
も
、院
籍
に

関
し
て
は
孫
盛
の
記
述
が
一
番
引
用
に
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
点
で
、
す
で
に
孫
盛
的
解
釈
が
、正
当
な
院
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籍
理
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
宋
に
お
け
る
院
籍
観
は
、
ほ
ぽ
東
晋
で
の
玩
籍
称
賛
を
受
け
継
ぐ
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
院

籍
反
対
論
は
う
ち
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
玩
籍
に
対
す
る
批
判
は
、
依
然
と
し
て
竹
林
名
士
の
風
評
が
高
か
っ
た
六
朝
で
は
一
般
受
け
せ

ず
、
唐
の
『
晋
書
』
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
や
が
て
六
朝
時
代
が
全
体
と
し
て
否
定
的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
更
に
後
世
に

お
い
て
、
院
籍
ら
貌
晋
の
名
士
は
礼
教
破
壊
と
い
う
干
賓
や
王
隠
が
主
張
し
た
観
点
か
ら
、
再
び
悪
く
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

東
晋
時
代
の
晋
史
に
お
け
る
玩
籍
評
価
の
対
立
を
み
て
き
た
。
四
で
は
そ
の
背
景
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
推
測
を
述
べ
て
み
た
が
、
院
籍

が
後
世
の
人
聞
か
ら
好
き
勝
手
な
こ
と
を
い
わ
れ
る
一
番
根
本
的
な
要
因
は
、

や
は
り
院
籍
自
身
の
あ
い
ま
い
き
に
あ
る
。
院
籍
に
関
す
る

逸
話
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
奇
矯
な
行
動
の
み
の
描
写
で
あ
っ
て
、
院
籍
の
心
情
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
見
え
て
こ
な
い



こ
と
で
あ
る
。
放
縦
の
特
徴
は
、
客
観
的
な
異
常
性
の
強
調
で
あ
る
が
、

院
籍
の
場
合
に
は
、
そ
の
上
更
に
不
気
味
さ
を
伴
っ
て
い
る
。
院

籍
は
た
だ
無
感
情
に
異
常
行
動
を
と
る
か
、
極
め
て
了
解
し
が
た
い
意
外
な
反
応
を
み
せ
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
ゃ
べ

る
の
は
周
り
の
人
々
、
何
曾
、
司
馬
昭
、
稽
康
、
義
指
ら
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
院
籍
の
代
わ
り
に
解
釈
し
弁
明
す
る
。
玩
籍
自
身
は
自
分
に

関
し
て
何
も
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
そ
の
ま
ま
東
晋
の
史
家
た
ち
の
聞
に
も
あ
て
は
ま
る
。
「
院
籍
の
常
軌
を
逸
し
た
行
動
」
が

あ
り

そ
れ
に
史
家
が
注
解
を
加
え
る
。

院
籍
が
、
現
在
に
お
け
る
常
識
の
よ
う
に
、
悲
壮
な
意
識
で
毎
日
過
ご
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、
桔
康
の
言
葉
ど
お
り
だ
ん

（
ロ
）

ま
り
を
決
め
込
ん
で
い
た
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
孫
盛
も
『
貌
氏
春
秋
』
で
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
し
、
王
隠
す
ら
も
『
菅
書
』
の

（
日
）

な
か
で
、
晋
の
文
帝
こ
と
司
馬
昭
が
玩
籍
を
「
至
慎
」
と
評
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
よ
り
に
よ
っ
て
司
馬
昭
か
ら
至
慎
と
い
わ
れ
た
ら

院
籍
も
た
ま
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が

」
の
徹
底
し
た
沈
黙
は
、
院
籍
の
確
実
に
と
っ
た
行
動
で
あ
り

」
れ
こ
そ
が
、
院
籍
の
意
志
不
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在
の
様
々
な
放
縦
伝
説
と
、
更
に
東
晋
に
お
け
る
論
議
が
生
ず
る
最
大
の
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
残
る
の
は
、
院
籍
が
残
し
た
作
品
群
か
ら
の
院
籍
理
解
、た
と
え
ば
詠
懐
詩
に
注
を
施
し
た
顔
延
之
の

「
説
者
玩
籍
在
膏
文
代
、
常
慮
過
患
。
故
後
此
詠
耳
。
」
と
い
っ
た
理
解
を
、
院
籍
以
後
の
人
々
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
院
籍
の
内
面
の
事
情
を
思
い
や
る
孫
盛
的
解
釈
は
、
院
籍
作
品
の
研
究
に
よ
っ
て
こ
そ
、は
じ
め
て
実
証
を
伴
う
の
で

あ
る
。
抗
籍
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
「
大
人
先
生
侍
」
や
、
司
馬
昭
の
た
め
に
譲
九
錫
文
を
書
い
た
こ
と
は
、
と
も
に
東
晋
の
戴
達
『
竹
林
七

賢
論
』
に
み
え
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
詠
懐
詩
に
つ
い
て
は
、
斉
の
戴
柴
緒
「
著
書
』
（
『
文
選
』
巻
二
十
一
顔
延
之
『
五
君
詠
』
注
所
引
）

に
、
「
籍
善
属
文
、
初
不
苦
思
、
率
爾
便
成
。
作
五
言
詩
味
懐
八
十
徐
篇
、
震
世
所
重
。
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
肝
心
の
当
世
の
人
々
が
重
ん

じ
た
形
跡
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
玩
籍
の
作
品
が
、
史
書
の
上
で
院
籍
に
批
判
的
だ
っ
た
干
賓
や
王
隠
に
、

ど
う
読
ま



れ
た
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
王
隠
は
院
籍
の
諸
作
品
を
み
た
上
で
、
な
お
か
つ
院
籍
の
諮
晦
を
否
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、

当
時
の
著
述
の
実
態
に
つ
い
て
の
、
更
な
る
考
察
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

院
籍
に
関
す
る
限
り
、
他
の
放
縦
派
と
は
違
い
、
割
と
多
く
の
作
品
が
残
っ
た
の
は
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
世
の
人
々
は
、
院
籍
の

伝
記
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
も
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て

こ
の
人
物
に
つ
い
て
多
角
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
『
三
園
志
』

が
院
籍
を
文
采
の
士
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
陳
毒
の
時
に
は
「
放
縦
」
と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
本
来
正
当

的
な
認
識
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
東
晋
に
お
け
る
玩
籍
の
存
在
が
、
あ
く
ま
で
礼
に
束
縛
さ
れ
な
い
奔
放
な
行
動
の
人
と
い

三
回
f

虫
ミ
っ
こ
乃
ま
、

J

匝
，
刀
5

ヵ

f

庁V
y
h

院
籍
の
自
業
自
得
で
は
あ
ろ
う
が
、
あ
る
程
度
歪
め
ら
れ
た
人
物
像
が
形
成
さ
れ
て
い
た
結
果
と
い
え
よ
う
。

、
迂

(1 

陪
書
経
籍
志
史
部
に
著
録
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
も
、
以
下
の
よ
う
に
多
い
。
＊
印
を
つ
け
た
の
が
東
晋
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
＊
音
書
八
十
六
巻
本
九
十
三
巻
。
今
残
故
。
晋
著
作
郎
王
隠
撰
。
／
＊
菅
書
二
十
六
巻
本
四
十
四
巻
。
詑
明
帝
。
今
残
故
。
膏
散
騎

常
侍
虞
預
撰
。
／
＊
著
書
十
巻
未
成
本
十
四
巻
。
今
残
訣
。
晋
中
書
郎
朱
鳳
撰
。
詑
元
帝
。
／
晋
中
興
書
七
十
八
巻
起
東
菅
。
宋
湘
東
太

守
何
法
盛
撰
。
／
菅
書
三
十
六
巻
宋
臨
川
内
史
謝
霊
運
撰
。
／
呂
田
書
一
百
一
十
巻
膏
徐
州
主
簿
戚
柴
緒
撰
。
／
晋
書
十
一
巻
本
一
百
二

巻
。
梁
有
。
今
残
娘
。
粛
子
雲
撰
。
／
吾
史
卓
三
十
巻
梁
粛
子
穎
撰
。
／
菅
書
七
巻
鄭
忠
撲
。
／
晋
書
一
百
一
十
一
巻
沈
約
撰
。
／
東
膏

新
書
七
巻
庚
銑
撰
。
（
以
上
正
史
類
）
／
＊
吾
紀
四
巻
陸
機
撰
。
／
＊
晋
紀
二
十
三
巻
干
賓
撰
。
誌
慰
帝
／
＊
晋
紀
十
巻
晋
前
軍
諮
議

曹
嘉
之
撰
。
／
＊
漢
晋
陽
秋
四
十
七
巻
詑
慰
帝
。
耳
目
柴
陽
太
守
習
撃
歯
撰
。
／
＊
菅
紀
十
一
巻
詑
明
帝
。
菅
荊
州
別
駕
都
築
撰
。
／
＊
晋
陽

秋
三
十
二
巻
詑
哀
帝
。
孫
盛
撰
。
／
＊
晋
紀
二
十
三
巻
宋
中
散
大
夫
劉
謙
之
撰
。
／
＊
吾
紀
十
巻
宋
呉
輿
太
守
王
詔
之
撰
。
／
＊
菅
紀
四

十
五
巻
宋
中
散
大
夫
徐
虞
撰
。
／
績
菅
陽
秋
二
十
巻
宋
永
嘉
太
守
檀
道
鷺
撰
。
／
績
膏
紀
五
巻
宋
新
興
太
守
郭
季
産
撰
。
（
以
上
古
史

類
）

劉
知
幾
『
史
通
」
外
篇
古
今
正
史
「
皇
家
貞
観
中
有
詔
。
以
前
後
菅
史
十
有
八
家
、
制
作
雄
多
、
未
能
轟
善
。
乃
軟
史
官
、
更
加
纂
録
。
」

2 

-57-



3 

『
唐
曾
要
』
巻
六
十
三
史
館
上
篇
修
前
代
史
「
（
貞
観
）
二
十
年
間
三
月
四
日
、
詔
令
修
史
所
更
撰
耳
目
書
、
（
中
略
）
以
戴
柴
緒
「
菅
書
』
矯
本
、

据
掠
諸
家
及
菅
代
文
集
。
」

干
賓
は
西
晋
の
風
俗
を
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
延
べ
て
い
る
。
「
又
加
之
以
朝
寡
純
徳
之
士
、
郷
乏
不
二
之
老
。
風
俗
淫
僻
、
恥
尚
失
所
。
撃

者
以
荘
老
矯
宗
而
知
六
経
、
談
者
以
虚
薄
震
嬬
而
賎
名
倹
、
行
身
者
以
放
濁
局
通
而
狭
節
信
、
進
仕
者
以
有
得
潟
貴
而
部
居
正
、
嘗
官
者
以

望
空
局
高
而
笑
勤
悔
。
是
以
目
三
公
以
粛
机
之
稿
、
標
上
議
以
虚
談
之
名
。
劉
領
屡
言
治
道
、
博
威
毎
糾
邪
正
、
皆
謂
之
俗
吏
。
其
侍
杖
虚

噴
、
依
阿
無
心
者
、
皆
名
重
海
内
。
若
夫
文
王
日
目
灰
不
暇
食
、
仲
山
甫
夙
夜
匪
僻
者
、
蓋
共
噌
貼
以
属
灰
塵
而
相
話
病
失
。
由
是
投
審
乱
於

善
悪
之
賞
、
情
患
奔
於
貨
慾
之
塗
。
選
者
属
人
揮
官
、
官
者
矯
身
揮
利
。
而
乗
鈎
嘗
軸
之
士
、
身
兼
官
以
十
数
。
大
極
其
尊
、
小
録
其
要
、

機
事
之
失
、
十
恒
八
九
。
而
世
族
貴
戚
之
子
弟
、
陵
遁
超
越
、
不
拘
資
次
。
悠
悠
風
塵
、
皆
奔
競
之
士
。
列
官
千
百
、
無
譲
賢
之
皐
。
子
異

著
崇
譲
而
莫
之
省
、
子
雅
制
九
班
而
不
得
用
、
長
虞
敷
直
筆
而
不
能
糾
。
其
婦
女
荘
櫛
繊
維
、
皆
取
成
於
蝉
僕
、
未
嘗
知
女
工
総
台
市
之
業
、

仲
績
酒
食
之
事
也
。
先
時
而
婚
、
任
情
而
動
、
故
皆
不
恥
淫
逸
之
過
、
不
拘
妬
忌
之
悪
、
有
逆
子
易
姑
、
有
反
易
剛
柔
、
有
殺
裁
妾
勝
、
有

頬
乱
上
下
。
父
兄
弗
之
罪
也
、
天
下
莫
之
非
也
。
又
況
責
下
之
聞
四
教
於
古
、
修
貞
順
於
今
以
輔
佐
君
子
者
哉
。
耀
法
刑
政
、
妙
此
大
壊
。

如
室
斯
構
而
去
其
撃
契
、
知
水
斯
積
而
決
其
陵
防
、
知
火
斯
畜
而
離
其
薪
煉
也
。
園
之
特
亡
、
本
必
先
願
、
其
此
之
謂
子
。
」

「
性
至
孝
、
母
終
、
正
輿
人
園
葉
、
封
者
求
止
、
籍
留
輿
決
賭
。
既
而
飲
酒
二
斗
、
車
整
一
競
、
吐
血
敷
升
。
及
特
葬
、
食
一
蒸
腕
、
欽
二
斗

酒
、
然
後
臨
訣
、
直
言
窮
失
。
患
聾
一
一
統
、
因
又
吐
血
敷
升
、
段
癖
骨
立
、
殆
致
滅
性
。
」

「
戎
篤
環
州
刺
史
、
遭
母
憂
。
性
至
孝
、
不
拘
種
制
、
飲
酒
食
肉
、
或
観
葉
実
、
両
容
貌
致
伴
、
杖
而
後
起
。
時
汝
南
和
幡
亦
名
士
也
。
以
耀

法
自
持
、
慮
大
憂
、
量
米
而
食
、
然
慌
伴
哀
段
、
不
逮
戎
也
。
」
（
『
世
説
新
語
』
徳
行
篇
注
所
引
『
晋
陽
秋
』
）
「
世
祖
及
時
談
、
以
此
貴
戎
也
。

（
同
注
所
引
『
晋
陽
秋
』
）

「
戎
多
殖
財
賄
、
常
若
不
足
。
或
謂
戎
故
以
此
自
晦
也
。
」
（
『
世
説
新
語
』
倫
音
篇
注
所
引
『
耳
目
陽
秋
』
）
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
次
に
続
く
戴
遠
の
論
に
「
王
戎
晦
歎
於
危
乱
之
際
、
獲
免
憂
繭
。
既
明
且
哲
、
於
是
在
失
。
或
日
、
大
臣
用
心
、
宣
其
然
子
。
連

日
、
運
有
険
易
、
時
有
昏
明
。
知
子
之
言
、
則
蓮
暖
、
季
札
之
徒
、
皆
負
責
失
。
自
古
而
観
、
宣
一
王
戎
也
哉
。
」
と
あ
り
、
王
戎
の
喜
奮
が

自
己
防
衛
の
た
め
の
揺
晦
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
夷
甫
特
局
石
勅
所
殺
、
謂
人
目
、
吾
等
若
不
組
尚
浮
虚
、
不
至
於
此
。
」
（
「
世
説
新
語
」
軽
認
篇
注
所
引
「
吾
陽
秋
』
）
ま
た
、
王
桁
の
後
の

運
命
を
暗
示
す
る
話
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
み
え
る
。
「
夷
甫
父
父
、
有
簡
諸
特
免
官
。
夷
甫
年
十
七
、
見
所
繕
従
白
男
羊
砧
、
申
陳
事
状
。

4 5 6 7 8 
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辞
甚
俊
偉
、
一
砧
不
然
之
、
夷
甫
梯
衣
市
起
。
一
晒
顧
謂
賓
客
日
、
此
人
必
特
以
盛
名
慮
嘗
世
大
位
。
然
敗
俗
傷
化
者
、
必
此
人
也
。
」
（
『
世
説
新

証
巴
識
肇
篇
注
所
引
『
呂
田
陽
秋
』
）

王
戎
に
つ
い
て
は
、
「
王
戎
矯
左
僕
射
、
領
吏
部
尚
書
。
自
戎
居
選
、
未
嘗
進
一
寒
素
、
退
一
虚
名
、
吏
一
菟
柾
、
殺
一
痘
嫉
。
随
其
沈
浮
、

門
調
戸
選
。
」
（
『
初
皐
記
』
巻
十
一
所
引
王
隠
『
膏
書
」
）
や
、
「
王
戎
代
王
揮
篤
司
徒
、
高
選
長
史
西
曹
嫁
。
委
任
責
成
。
形
状
短
随
、
白
目

明
激
、
威
儀
不
足
、
常
乗
馬
輿
。
無
日
不
出
。
以
象
牙
善
重
夜
算
計
家
財
、
遠
及
田
牧
、
性
又
至
倹
、
不
能
善
自
奉
養
、
飲
食
通
財
不
外
出
。

天
下
之
人
、
謂
之
膏
青
之
病
。
」
（
『
初
皐
記
』
巻
十
一
、
『
義
文
類
緊
』
巻
四
十
七
所
引
王
隠
『
吾
書
」
）
と
い
っ
た
文
が
み
え
る
。
ま
た
王
街

に
関
し
て
も
、
「
王
街
不
治
経
史
、
唯
以
荘
老
虚
談
惑
衆
。
」
（
「
文
選
』
巻
四
十
九
「
同
一
日
紀
綿
論
』
注
所
引
王
隠
『
著
書
』
）
な
ど
と
い
っ
た
り
、

王
桁
が
金
銭
に
ま
っ
た
く
拘
泥
し
な
い
と
い
う
説
に
つ
い
て
も
、
「
夷
甫
求
富
貴
得
富
貴
、
資
材
山
積
、
用
不
能
消
、
安
須
問
銭
乎
。
而
世
以

不
問
矯
高
、
不
亦
惑
子
。
」
と
否
定
す
る
。

た
と
え
ば
、
中
興
の
主
で
あ
る
元
帝
自
身
、
率
先
し
て
時
務
を
優
先
し
、
礼
を
遵
守
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
「
上
身
服
倹
約
、
以
先
時
務
。
（
中

略
）
克
己
復
雄
、
官
修
其
方
、
而
中
興
之
業
隆
罵
。
」
（
「
世
説
新
語
』
規
簸
篇
注
所
引
都
築
『
膏
紀
』
）

元
帝
（
位
三
一
七
i

二
一
二
二
）
の
時
、
後
軍
将
軍
の
謄
倉
は
上
書
し
て
「
元
康
以
来
、
賎
経
尚
道
、
以
玄
虚
宏
放
鶏
夷
達
、
以
儒
術
清
倹
属

部
俗
。
元
嘉
之
弊
、
未
必
不
由
此
也
。
」
と
い
い
、
大
学
を
立
て
教
義
を
崇
明
し
、
士
大
夫
の
子
弟
や
皇
室
の
皇
子
を
教
育
せ
よ
と
訴
え
た
（
唐

『
晋
書
』
嬉
倉
伝
、
「
文
選
』
巻
四
九
干
賓
『
詔
一
回
紀
綿
論
』
注
所
引
劉
謙
「
晋
紀
』
）
。
ま
た
「
戚
和
中
（
成
帝
治
世
。
三
二
六

1

三
三
五
）
、

貴
遊
子
弟
能
談
明
者
、
慕
王
平
子
・
謝
幼
輿
等
矯
達
。
（
下
）
壷
属
色
於
朝
日
、
惇
糟
傷
教
、
罪
莫
斯
甚
。
中
朝
傾
覆
、
賞
由
於
此
。
欲
奏
治

之
。
王
導
・
庚
亮
不
従
、
乃
止
。
其
後
皆
折
節
矯
名
士
。
」
（
「
世
説
新
語
』
賞
審
篇
注
所
引
都
築
『
著
書
』
）
と
い
う
話
も
あ
り
、
東
晋
に
お

け
る
放
縦
の
承
継
と
そ
れ
へ
の
反
発
と
い
う
状
況
が
窺
わ
れ
る
。

「
籍
口
不
論
人
過
而
自
然
高
遁
。
」
（
『
三
園
志
』
巻
二
十
一
王
祭
伝
注
所
引
『
貌
氏
春
秋
』
）
ま
た
、
「
口
不
論
事
、
自
然
高
遇
。
」
（
『
世
説
新
語
』

徳
行
篇
注
所
引
同
書
）

「
『
（
司
馬
文
王
日
）
然
天
下
之
至
慣
、
其
惟
院
嗣
宗
子
。
毎
輿
之
言
、
一
言
及
玄
遠
、
而
未
曾
評
論
時
事
、
戚
否
人
物
。
異
可
謂
至
慣
失
。
』
吾

（
李
乗
）
毎
思
此
言
、
亦
足
以
潟
明
誠
。
凡
人
行
事
、
年
少
立
身
、
不
可
不
慣
。
勿
軽
論
人
、
勿
軽
説
事
。
如
此
則
悔
杏
何
由
而
生
、
患
禍

無
従
而
至
失
。
」
（
「
三
園
志
』
巻
十
八
李
通
伝
注
所
引
王
隠
『
膏
書
』
、
又
見
『
太
平
御
覧
』
巻
四
百
三
十
）

「
貌
朝
封
菅
文
王
、
国
譲
、
公
卿
皆
嘗
喰
旨
。
司
空
鄭
沖
等
馳
使
従
玩
籍
、
求
其
文
。
立
待
之
。
籍
時
在
意
孝
尼
家
所
宿
。
酔
扶
而
起
、
書
凡 -59-
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板
鳥
文
、
無
所
治
定
。
乃
寓
符
信
。
」
（
『
太
平
御
覧
』
巻
七
百
一
十
、
『
北
堂
書
紗
』
巻
一
百
三
十
三
所
引
『
竹
林
七
賢
論
』
）
「
籍
蹄
著
大
人

先
生
論
。
所
言
皆
胸
懐
間
本
趣
、
大
意
謂
先
生
輿
己
不
異
也
。
観
其
長
噺
相
和
、
亦
近
乎
目
撃
道
存
失
。
」
（
『
世
説
新
語
』
棲
逸
篇
注
所
引
『
竹

林
七
賢
論
』
）
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